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激動の現代における日本国憲法第 9条の意義についての一考察

A Study of Article 9  of the Constitution of Japan in the Rapid Changing Social Situation

柴田　伊冊＊

SHIBATA, Isaku

要旨　制定から約80年が経過する日本国憲法と自衛権との関係は、依然として解釈の変
遷の渦中にある。そして日本国が平和主義を掲げる国家として地球規模で恒久的な平和の
維持に貢献するためには、自衛権の実質である「戦力」という伝統的な概念の見直しが必
要であり、見直し後の概念は従来の「戦力」のあり方を変え、人類のために、宇宙空間ま
で射程においた地球規模での実効性を伴う安寧と秩序の実現に向かうための基軸とならな
ければならない。

「経緯」という筋道の道標

　防人として天皇の忠臣であるべきだった大日本帝国の陸軍は、現在の中華人民共和国の

北辺で武力による現状打開を実践し、その後、中華人民共和国全域に戦禍を拡大させた。

そのことが契機となり、太平洋全域で悲惨が生じた。そしてその悲惨は、日本国民のみな

らず、アジアの各地で数千万人規模の人々を死に至らしめながら、日本の国土を焦土にし

た。この悲惨を生じさせた戦争において、日本国が、そうした日本国のあり方に対抗する

国々の連合に敗れたことが日本国憲法の制定の契機であり、当該憲法前文が掲げる平和追

求の精神の起源である。

　2024年には、日本国が、中華人民共和国との間の約10年間に亘る戦争、及びその他の連
合国との間の戦争に敗北してから79年が経過し、その間、日本国政府による自衛権容認（昭
和34年に最高裁判所大法廷が、砂川事件判決で自衛について言及したこと、及び昭和29年
第21回国会衆議院予算委員会の防衛庁長官による説明以降、日本国政府が示している自衛
に関する見解をいう）を受けて、日本国の自衛を担う陸、海、空の自衛隊は、世界有数の

近代的な軍事組織として整備された。現在、この間の経緯を振り返り、今後の日本国のあ

り方を考察することは、当該憲法前文が掲げる平和を日本国の未来にどのように反映させ

るのか、ということについて賢明な達観を持つために重要である。それについて合理的か

つ具体的な思考が伴わなければ、日本国憲法第 9条は単なる文書に過ぎず、その解釈は限
られた者の間に論争を生じさせるものの、未だに戦争が絶えない国際社会では存在意義が

ない。この考え方を基盤にして、日本国の平和の今後のあり方を考察する。これが研究の

目的である。

　第 2次世界大戦直後の1946年当時に開催された第90回帝国議会において、帝国憲法改正
案特別委員会の会長であった芦田均は、日本国憲法制定に関して次のように述べていた。

　「改正案第 2章において戦争の否認を声明したことは、わが国家再建の門出において、
わが国民が平和に対する熱望を大胆率直に表明したものでありまして、憲法改正の御詔勅
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は、この点について日本国民が正義の自覚により、平和の生活を享有することを希求し、

進んで戦争を放棄して誼を万邦に修むる決意である旨を宣明せられております。」1）、また

「わが新憲法のごとく全面的に軍備を撤去し、すべての戦争を否認することを規定した憲

法は、おそらく世界においてこれを嚆矢とするでありましょう。」2）と加えた。これは日本

国憲法制定の誼を広く世界に示したものであり、それは占領下にありながら、国会議員の

選挙3）を経て開催された国会におけるものであるから、国民が自覚していると否とに関わ

らず、手続としては日本の国民の意思を表したものとされる。そしてそれは、日本の国民

が再び死地において戦禍に埋もれることがないように、という日本の国民自身の願いが反

映されたものであり、かつ、日本国の周辺諸国において、大日本帝国陸海軍によって悲惨

を強いられた多くの人々に対する懺悔と、将来に向けて平和な世界の建設に貢献するとい

う日本国の意思の表明でもあったと考えられる4）。そうすることによってのみ、日本国は

国際社会に復帰することが可能だったのであり、実際、日本国との平和条約（1951年 9月
署名）において、日本国が今後の世界における平和建設に貢献することが約定された（前

文）。

　日本国憲法制定当時のこうした経緯を受けて、日本国憲法第 9条の解釈について「自衛
のためにせよ、軍備を設けたり、戦争をしたりする例外を認めるような語調はまったくう

かがえない」5）とする見解がある。それは「国際紛争解決の手段でない戦争というものは、

実際にはほとんどありえない」6）こと、さらに史実において「いずれの国も戦争をする場

合は、自衛のためといい」、その結果「侵略戦争と自衛のための戦争とは明確に区別しが

たく」7）、そのため、第 2項冒頭の「前項の目的」は「第 1項にいう正義と秩序を基調と
する国際平和を誠実に希求することと解すべき」8）としている。それは、史実と率直に向

き合った制定当時の日本国憲法の解釈であり、以降の日本国が置かれた国際環境の変化に

応じて現れた第 9条解釈の変遷の原点であるといえる9）。そして自衛隊設立以降、国際法

上の自衛権10）に着目した日本国政府は、国家固有のものとしての自衛権11）が法を超えた自

然の理であるが故に、自らの放棄に馴染まないものとしてきた。これについても、自衛権

が第 9条の外側にあるとすることは憲法解釈として背理であるとする学説がある12）。もし

そうした批判を受けて、日本国の自衛権の中核を外交交渉や非武装による抗争とするとし

ても、日本国における大規模で近代的な軍事組織の存在を直視するならば、伝統的な「戦

力」という概念そのものを見直さなければならず、それによって日本国固有の自衛権を設

定する以外に第 9条を説明できない。

「解釈」の変遷

　第 2次世界大戦終了以降、日本国政府の第 9条の解釈は、現在に至るまで、次のように
変遷している。

　日本国の最高裁判所は、自衛隊の合憲、違憲について明確な判断を示したことがな

い13）。それでも朝鮮戦争のような、日本国の存亡に大きく影響する国際環境の変化が現れ

たときに日本国は、その都度、内閣が、日本国も国際法がいうところの国家固有の権利と

して自衛権を持つとして、第 9条が定める戦争放棄と、自衛権の行使は同義ではないとい
う解釈を国会で示してきた14）。そしてその内容は、日本国の防衛力の増強に応じて段階的

に変化してきた。
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　自衛のための必要最小限度の実力組織であるとして警察予備隊（自衛隊の前身）を発足

させたときは、警察予備隊は第 9条の「戦力」に至らない組織であるとされていた15）。こ

れが始まりであった。このとき、警察予備隊は未だ戦力ではなく、警察を補助する組織と

して治安の維持に貢献するものであった16）。そして大日本帝国当時の多くの陸海軍経験者

が、当該警察予備隊の立ち上げに参加し、その充実化に貢献した17）。それ以降、その「必

要最小限の実力」を増強し、アメリカ合衆国陸、海、空軍の日本国駐留などを定め、アメ

リカ合衆国の優勢を前提にした日本国とアメリカ合衆国との相互関係を法的に確定させた

1951年の日米安全保障条約（1960年には日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安
全保障条約となった。）を背景とした協同を更に深化させるために、日本国政府は、従来

から慣習国際法において、それぞれの国家の固有の権利として認められている自衛権を日

本国憲法第 9条の解釈の範囲外にあるとしながら18）、さらにこの自衛権を「専守防衛」と

いう言葉で表現することによって、「自衛」を「侵略」という観念から分離させ、これを

根拠にし、かつ、公表しながら自衛隊法を制定し、もって自衛隊を当初の警察的実力を大

きく上回る近代的な戦闘集団に成長させた19）。それが現在の自衛隊である。この段階的な

解釈の変遷に守られながら、約24万人の隊員と近代的な装備を備えた世界でも有数の実力
をもつ実践的な戦闘集団が日本国にいる20）。それでも日本国憲法が掲げる目的に照らした

ときに、こうした日本国の周辺環境の変化を受けながらの第 9条の解釈の変遷には、法的
に疑義が残るとする学説は少なくない21）。

「歯止め」の実質

　ベルクハーン（Volker R. Berghahn）が「ミリタリズム（Militarismus）」において軍民関
係の基調として引用し22）、ハンチントン（Samuel P. Huntington）が「国家と軍隊（The 
Soldier and the State）」で指摘しているように23）、軍民関係の基軸は軍隊幹部とそれぞれの

国家の内閣、国会等に対する関係のあり方である。日本国にも、同じ考え方を重視する所

見がある24）。それによれば日本国では、従来から、防衛省内の文官（事務官をいう）と武

官（制服組をいう）との間の省内勢力の「均衡」の維持が「歯止め」の実質を担うことに

なっている。そして1999年の行政機関の制度改革のときから、内閣官房における安全保障
関係法令の作成・審議過程には武官が新たに関与するようになった。防衛のあり方につい

ての関係省庁間の調整を合理的に行うことが目的とされたからである25）。そしてこの改革

によっても武官の影響力は依然として限定的であるという指摘がある26）。しかしながら安

全保障関係の法の整備27）が行われるにあたって、専門かつ実践の立場にある武官の影響力

が限定的であるとすることには困難がある。例えば農業技術の問題について農水省技官が

主導になるのと同様に、そして為替問題について財務省・日銀が主導になるのと同様に、

首都圏に戒厳令を施行するとき（自衛隊法第89条）は、陸上自衛隊の設備や配置、平時の
準備が重要な施行要件になるから、必然的に防衛省が主導することになる。担当する者が

専門特化して形成した組織と、そこに込められた緊急時にも揺るがない指揮命令系統によ

る実践という能力がなければ、どのような状況（戒厳令）にも応じる法案の作成とその遂

行は不可能である。こうして現在、日本国では、「均衡」のあり方が変化しつつある。

　こうした「均衡」が、日本国憲法の規定では、どのように解釈されてきたのかが重要に

なる。既述の戒厳令について見れば、日本国外での実践では、類似の例としてアメリカ合
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衆国の州兵による災害対策活動があり、それは日本の場合の自衛隊の災害派遣に相当す

る28）。このとき、アメリカ合衆国でも州兵の出動要件が重要になることは言うまでもな

い29）。そうであれば、日本の場合でも、行政組織の中の治安出動始動等の権限の担い手と、

当該始動以降の統括の権限の担い手のあり方が注視される。日本国憲法第66条第 2項の趣
旨が、戦後70年超を経ても、特に緊急事項について重要なのは、このためである。
　第66条第 2項の文民条項は、アメリカ合衆国の極東委員会の要請を受けて、日本国憲法
制定のときに貴族院において修正付加されたことによって制定された30）。当時、敗戦直後

という環境に応じた旧帝国軍人排除の必要から、文民とは旧職業軍人の経歴を有せず、か

つ、軍国主義的思想に深く染まっていない者と解釈されていたため31）、軍事的組織である

自衛隊が設立されたときに、現役の自衛隊員が内閣総理大臣その他の国務大臣に就任する

ことについて新たな判断が必要になった32）。そして第38回国会（昭和36年 2月衆議院予算
委員会）での内閣法制局長官による答弁では、自衛官は文民にあたるとされていたものが、

第48回国会（昭和40年 5月衆議院予算委員会）での内閣法制局長官による答弁で、日本国
憲法の精神に照らして、現役の自衛官は文民ではないとされた33）。ただし、退官自衛官は、

大日本帝国憲法下の退役軍人のように、予備役となっても法的な裏付けを伴って公的地位

を維持することがなく34）、そのため今後、現行の予備自衛官の職責が拡充される場合はと

もかくも、アメリカ合衆国において旧軍人が大統領に就任することが異例ではないのと同

様に、日本国憲法においても幹部自衛隊員の経歴が内閣総理大臣、国務大臣等への就任を

妨げるとは解釈されていない35）。よって、軍国主義的思想は、他の様々な思想や主張と同

様に、日本国憲法第19条が定める思想の自由と公共の福祉との調和に委ねられ、かつ、立
憲主義の下、軍国主義的思想の担い手が大臣であっても、それは国民の意思としての日本

国憲法の尊重の義務（日本国憲法第99条）によって制約されることになる。それでも日本
社会全体では、日本特有の集団主義的傾向により、集団ごとに排他的に形成された人脈が

出身母体である組織を超えて戦力強化の必要を示すことがあるものの、それは思想の自由

の保障の下では自然な社会現象とされる。

戦争を実在させる力のあり方

　「戦争は一種の強力行為であり、その旨とするところは相手にわが方の意思を強要する

にある」36）、そして「戦争は政治におけると異なる手段をもってする政治の継続にほかな

らない」37）とされている。クラウゼヴィッツ（Karl von Clausewitz）の所見である。この所
見は、ナポレオン（Napoléon Bonaparte）の時代の遥か以前の西暦前の中国大陸にも該当
する38）。それは、国家と国家（古代の中国大陸において、国家が意識されていたか、否か

については課題であるが、ここでは国家的形態での武力衝突のことを指している）との闘

争であり、国家の軍隊同士の衝突であった。クラウゼヴィッツと同時代を生きたアダム・

スミス（Adam Smith）は、軍隊の出自と規制について、軍隊を傭兵による軍隊と常備軍
に区分し、当初傭兵を含む独立した武装集団が王との契約によって軍隊を編成したとする。

それが後に常備軍となったときには、軍隊は将校と王に服従する兵士によって構成され、

かつ、王の直属の組織になったのであり、それ以降の国際法では、この直属の軍隊による

開戦の正当性が延々と議論されることになり、同時に王の恣意に応じた軍隊による国民弾

圧の危険にも言及された39）。そして当時では、それぞれの国家という単位についての権利
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義務の設定という方法によって軍隊を統制するのが有効であったものの、近年に至り、9.11
のような国家という概念では把握できない相手との「戦争」も通常となった40）。そして「戦

争」の概念は古代から不変であるものの、軍隊の概念は変化して、効用のみに着目すれば、

軍隊は既に宇宙空間と、領土、領海、そして領空に全く縛られずに威力を発揮する戦闘集

団となった。その結果、例えば、いずれかの国家が日本に向かって核兵器を使用すれば、

日本国は短時間で消滅する41）。それ故に、現代は、軍隊のこうした機能を制御するための

地球規模の枠組みの設定と、戦力の伝統的な概念自体の変更が必要とされている42）。

　そうした軍隊のあり方を修正する指針は存在する。例えば、詳細について次項で紹介す

る大規模災害等における軍隊の機能が、伝統的な概念の変更の契機にもなりえる。冷徹な

指揮命令系統に支えられた軍隊は、想定の域を超えた災害等での効果的な活動に適してい

る。阪神淡路大震災での自衛隊の災害出動の遅れが、5,000人を超える死者の発生に影響
したという指摘があり43）、それ以降、災害時の自衛隊出動の規制が緩和され、東日本大震

災では陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の統合による活動が、第 2次世界大戦終戦の
時以降、日本国において初めて展開された。そしてその活動は県境に関わらずに活発であっ

たから国民からも支持された44）。

　それでもなぜ戦闘集団としての軍隊が、本質的な部分で国民から忌避されるのか。この

理解のため、文化人類学における戦争研究の項目を引用してみよう。平時及び戦時に現れ

る軍隊の本質と社会との関係が示されている。それらは、伝統的概念の修正の必要の契機

のひとつになる。

　軍隊の文化人類学の視点の例は、次のようである45）。占領統治下における異文化接合（戦

時下の韓国、フィリピンなど：被統治側から）、軍隊と性暴力・売春（沖縄県などを含む）、

一般社会での軍隊受容のあり方として殉職と神社、トモダチ作戦の実際、戦争展示の変遷

と社会での普遍化、軍隊組織による地域支援のあり方、ジェンダーと軍隊組織などである。

自衛力の保持を必要とする政府の判断があっても、日本の社会と軍隊との接点は、平常の

社会の側から見れば、軍隊側から見た場合とは異なり様々である。特に急速に、そして世

界規模で多様化する社会では、市民の日常の価値観は統一を欠く様々なものの混在が常態

であり、かつ、かつての天皇を頂点とした尊王の社会とは異なり、主権者としての国民も

それぞれを主体とした固有の価値観によって社会を形成するからである。そして歴史を振

り返れば、過去と同様に、現在の戦場でも軍隊による武力行使には常に悲惨がある。加え

て、日本国の場合には、アジア各地で大日本帝国による悲惨の痕跡を見出すことが容易で

ある46）。そうしたことから、根本において軍隊と国民の間は非連続の状態であり、それぞ

れの基本的人権の尊重が社会の常態とされる立憲主義の下では、今後もこの「非連続」は

変わることがない。

　戦争を顕在化させるのは常に「争い」であり、クラウゼヴィッツが古典的名著とされる

『戦争論』で述べているように、武力行使と武力行使の衝突の回避は常に困難を伴い、一

度衝突が生じればその収拾は容易でなく、収拾後の復興には時間を要する47）。こうした「争

い」のための軍隊に起因する「非連続」を集約すれば、その根本的な泉源は「戦争」から

常に派生し、それぞれの身近において具体化する悲惨を伴う「日常という安寧」の破壊と

いうことになる。それでも「戦争」を引き起こす力が生き残るのは、それぞれの人間に生

来的に備わっている「属性」のためであり、戦闘集団の中でそれが過剰に鼓舞されたとき、
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人間はそうしたあり方を修正することができない。

軍隊の多様な可能性を考える―「守る」の再考

　軍隊の効用について考えてみよう。前項は悲惨に通じるものであり、本項は軍隊が効果

的対処の実現に繋がる可能性を扱うものである。

　ドイツに見る「戦力」の効用を1998年 6月 3日に発生した高速鉄道事故について見てみ
よう。ドイツのニューザクセン州エシュデ（Land Niedersachsen Eschede）で高速鉄道の脱
線事故が発生し、101名が死亡、105名が負傷した。車輪の摩耗疲労による破損が原因であ
る。事故は10時59分に発生し、約 2時間後には、救出に難があった 1人を除き、104名の
負傷者が22か所の病院に分散して搬送された。この間、11時16分にはドイツ連邦共和国政
府から大災害宣言が発令され、病院等の受け入れ態勢が直ちに整えられた。そして12時55
分には搬送が終了した48）。「ゴールデン・アワー（Golden Hour）」49）という表現に代表され

るように、救急では早急の対処が重視される。そしてエシュデの場合も、搬送の主力は地

上の救急車であったが、アウトバーン（Autobahn）に配備されていた救急ヘリコプター
（Allgemeiner Deutscher Automobil Club：ADAC）の転用が、救出後の広域搬送に要する時
間の短縮に大きな効果を発揮した50）。そしてドイツ連邦共和国国防軍は、事故現場上空に

軍用ヘリを空中待機させ、全体を把握し、状況を統括部門へ伝達すると同時に、活動全体

の統括の実質的な担い手になった51）。こうしたあり方について、東西冷戦下でのドイツ連

邦共和国の危機管理体制が功を奏したものであるという評価がある52）。この評価は、2005
年 4月25日発生の日本の尼崎でのJR西日本福知山線での脱線事故（死亡107名）での逐次
対応という「非効率」に関する医療側からの批判と、ドイツにおける突発ながら合理性を

基盤にした実践と、そこで達成した実績とが全く相容れないことを示している。日本国の

あり方の非効率は、JR西日本福知山線での脱線事故で、日本の消防機関が周辺住民によ
る自主的な負傷者搬送（自家用車による）に多くを依存せざるを得なかったという事実を

残した53）。

　日本国では、このような災害における対処が広義の「専守防衛」に含まれる。自衛隊法

の災害派遣条項がそれを裏付けている54）。そしてそれでも災害派遣は、今後、常に柔軟で、

かつ発生の都度、統制された迅速な行動でなければならない。自衛による行動の発動原因

となる可能性が否定できない朝鮮民主主義人民共和国からのミサイルの事案と同様に、大

規模災害等での効果的な活動が、「戦力」によって日本国民を守ることの重要な視座のひ

とつになる。

「展開の可能性」を考察する（今後の視点）

　現在、自然分野では地球規模で変則的な環境の変化が進み、広域で効果的な対応が必要

とされているのと同時に、社会分野では情報流通の広域化と高速化が進行し、かつ、人間

の移動も容易になったから、地球規模で様々な分野それぞれで多様化が進行している。例

えば国籍取得（移住の選択の自由）も、要件を満たせば人種や性別に関係なく、地球規模

で可能になった。こうした現在と近未来を人間本位で見れば、現在は既に「国家単位」が

絶対ではなくなったことが理解される。そして国際連合憲章によれば、「戦力」の使用は

世界協同が前提であり、「戦力」による「紛争解決」とは世界全体を対象にした「対立の
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調和」の手段の一環に過ぎない（国連憲章第51条）。そこでは、厳格な指揮命令による合
理性追求の一般社会化こそが近未来への「戦力」の「展開の可能性」の現実化の前提になる。

　国民を守ることは、世界一体化が進行するという状況下でも全地球において「戦力」と

いう概念が、国家固有の伝統的な自衛を体現するものとして、戦闘集団　対　戦闘集団と

いう範疇のみが争いを解消する最終手段となるという短絡な解釈に止まらず、「守る」こ

との機能的な解釈を通じて、「戦闘」に限定されず、「戦力」を将来に向けて日本国と世界

を「守る」ことに繋がなければならない。「戦力」は、今後、対立の解消と同時に国内外

での協同の構築のための機能であり、戦争をしないことによる平和主義は、そうした実践

によって表現されなければならない。来る宇宙空間への展開の時代では、そうした協同の

構築と、世界規模での実践の統一が望まれている。
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が常態になる。日本の著述では、本多勝一『中国の旅』、朝日新聞社、1981年や、尾川正一『極限の
なかの人間』、国際日本研究所、1969年など多くの著書が戦場の悲惨を描写しているが、通常、経験
者で戦地から帰還できた者は多くを語らないし、2024年現在、そうした経験者は皆、鬼籍に入る年代
に到達していることが、重要な傾向として、社会において広く認識される必要がある。

48）高速鉄道事故救護医療研究グループ『新幹線高速走行時における転覆事故に対する災害医療に関す
る研究事業　報告書』、日本医科大学救急医学教室、1999年 3月　並びに　平川賢爾『ドイツ高速鉄
道脱線事故の真相―技術者の責任論から』、慧文社、2006年、22-23頁　並びに　救急ヘリ病院ネット
ワーク（HEM-net）『ドイツ・ヘリコプター救急の法制度』、平成16年12月

49）アメリカ航空医療研究教育財団「はじめに　ヘリコプター救急の未来」、2006年、 5頁　並びに　
二宮宣文「紛争と戦争」、最新医学 3月号、2012年　参照

50）前掲48、高速鉄道事故救護医療研究グループ　報告
51）柴田伊冊「リスク部会活動報告―ドイツ　エシュデ　高速鉄道事故（ 3  June 1998）から」、航空運
航システム研究会会誌第30号別冊、2014年 1月。なお、当該報告には、質疑応答において、元ルフト
ハンザ・ドイツ航空広報担当によるドイツ国鉄（Deutsche Bahn）への照会に対する返答についての報
告が含まれている。

52）河田恵昭「ドイツの高速列車事故から学ぶ危機管理」、JSCE（日本土木学会誌）第84巻第 7号、土
木学会、1999年 7月、38-41頁、ISSN 0021468X　NAID 10009871137
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53）尼崎JR脱線事故特別調査委員会「JR福知山線脱線事故に対する医療救護活動委ついて」、日本集団
医療医学会、平成18年 2月　及び兵庫県災害医療センター「JR福知山線列車事故における現地医療活
動について」、2006年 1月 参照

54）自衛隊法（昭和29年法律第165号）
　第 3条　自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主た

る任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
　 2  　自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、

かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であって、別に
法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。（＊下線
は、筆者によるもの）

　（1） 　我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保
に資する活動

　（2） 　国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国
を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動（＊下線は、筆者によるもの）

　第 83条　都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保
護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請するこ
とができる。

　 2  　防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊
等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし
特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、
部隊等を派遣することができる。（＊下線は、筆者によるもの）

後記　この研究ノートは、文献、資料による探究に止まらず、社会人として、そして航空

従事者としての40年間に及ぶ、防衛関係機関、航空関係機関等を対象にした実務経験（東
日本大震災及び大規模航空機事故対処等）を踏まえて作成されていることを付記します。


